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国
家
安
全
保
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に
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管
理
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在
り
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

外
国
人
及
び
外
国
資
本
に
よ
る
土
地
取
得
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
七
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
国
家

安
全
保
障
戦
略
に
お
い
て
、
「
国
家
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
国
境
離
島
、
防
衛
施
設
周
辺
等
に
お
け
る
土
地
所
有
の
状
況
把
握

に
努
め
、
土
地
利
用
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
」
と
明
記
さ
れ
て
以
降
、
七
年
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
政
府
は
、

い
ま
だ
具
体
策
を
提
示
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。 

 

政
府
は
、
去
る
十
一
月
九
日
、
「
国
土
利
用
の
実
態
把
握
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
の
初
会
合
を
開
催
し
た
。
年
内
に
有

識
者
会
議
の
提
言
を
ま
と
め
、
来
年
の
通
常
国
会
で
関
連
法
案
の
提
出
を
目
指
す
と
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
政
府
の
こ
れ
ま
で
の
取
組
と
課
題
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

一 

令
和
二
年
二
月
二
十
五
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
八
分
科
会
に
お
い
て
、
山
本
と
も
ひ
ろ
防
衛
副
大
臣
は
、
「
約
六
百

五
十
の
防
衛
施
設
に
つ
い
て
、
二
〇
一
七
年
度
、
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
に
一
巡
目
の
調
査
を
終
え
て
お
り
ま
す
。
防
衛
施

設
周
辺
の
継
続
的
な
状
況
把
握
の
観
点
か
ら
、
引
き
続
き
二
巡
目
の
調
査
を
現
在
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
ま
で
の

調
査
の
結
果
、
住
所
が
外
国
に
所
在
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
氏
名
か
ら
外
国
人
と
推
察
さ
れ
る
方
の
土
地
が
都
内
二
十
三
区

内
に
お
い
て
五
筆
確
認
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
現
時
点
で
、
防
衛
施
設
周
辺
の
土
地
の
所
有
に
よ
っ
て
自
衛
隊
の
運
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用
等
に
支
障
が
起
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
確
認
を
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
」
と
答
弁
し
て
い
る
。 

 

１ 
「
約
六
百
五
十
の
防
衛
施
設
」
周
辺
の
土
地
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
と
の
こ
と
だ
が
、
自
衛
隊
施
設
だ
け
で
も
全
国

に
約
二
千
四
百
施
設
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
在
日
米
軍
の
施
設
を
含
め
た
調
査
か
否
か
を
含
め
、
調
査
対
象
及
び
選
定

基
準
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

「
防
衛
施
設
周
辺
の
土
地
」
と
は
、
ど
こ
ま
で
の
範
囲
を
指
す
の
か
、
そ
の
定
義
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
境

界
線
を
接
す
る
土
地
の
み
を
対
象
と
し
た
調
査
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
防
衛
施
設
を
中
心
と
し
た
一
定
の
範
囲

の
土
地
や
周
辺
に
お
け
る
戦
略
上
重
要
な
土
地
を
調
査
対
象
に
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

３ 

土
地
所
有
の
状
況
把
握
は
、
不
動
産
登
記
簿
の
登
記
名
義
人
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
行
っ
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ

る
が
、
権
利
者
の
国
籍
は
登
記
事
項
で
は
な
い
。
ま
た
、
実
際
の
資
本
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
も
困
難
と
思
わ
れ
る
が
、

外
国
人
及
び
外
国
資
本
で
あ
る
か
否
か
の
確
認
方
法
を
含
め
、
調
査
方
法
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

４ 

前
記
の
答
弁
中
、
「
住
所
が
外
国
に
所
在
し
て
い
る
」
と
は
、
登
記
簿
上
の
住
所
が
海
外
で
あ
る
も
の
を
指
す
に
す
ぎ

な
い
の
か
、
ま
た
、
「
氏
名
か
ら
外
国
人
と
推
察
さ
れ
る
方
」
と
は
、
登
記
簿
上
の
氏
名
の
表
記
の
仕
方
（
中
国
人
な
ど

を
除
き
外
国
人
の
氏
名
は
カ
タ
カ
ナ
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
る
。
）
を
基
に
推
察
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
判
断
方
法
を
含



 

３ 

 

め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
五
筆
の
土
地
の
地
目
及
び
地
積
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

５ 
現
在
、
二
巡
目
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
一
巡
目
の
調
査
よ
り
も
詳
細
な
調
査
を
実
施
し
て
い
る
の

か
、
調
査
予
定
期
間
と
併
せ
て
説
明
を
さ
れ
た
い
。
な
お
、
一
巡
目
と
調
査
対
象
や
調
査
方
法
等
が
異
な
る
の
で
あ
れ

ば
、
調
査
対
象
及
び
そ
の
選
定
基
準
、
対
象
施
設
周
辺
の
土
地
の
範
囲
及
び
調
査
方
法
の
相
違
点
等
に
つ
い
て
、
詳
細
に

説
明
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
調
査
の
進
捗
状
況
及
び
現
時
点
ま
で
に
把
握
で
き
た
土
地
の
所
有
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

二 

本
年
十
一
月
八
日
の
産
経
新
聞
に
お
い
て
、
「
安
保
重
要
地 

買
収
八
十
カ
所 

政
府
調
査 

中
国
資
本
、
離
島
な
ど
」

と
の
見
出
し
で
、
「
中
国
系
資
本
が
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
た
疑
い
が
あ
る
安
全
保
障
上
重
要
な
土
地
の
買
収
件
数
が
全
国

で
約
八
十
カ
所
に
上
る
と
の
調
査
を
政
府
関
係
機
関
が
ま
と
め
て
い
た
」
と
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
報
道
に
あ
る
よ
う
な
調

査
を
実
施
し
た
事
実
は
あ
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
調
査
を
実
施
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
調
査
結
果
を
示
さ
れ

た
い
。 

三 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
宮
腰
光
寛
国
務
大
臣
は
、
「
内
閣
府
に
お
い
て
は
、

不
動
産
登
記
簿
の
収
集
と
併
せ
て
、
収
集
し
た
不
動
産
登
記
簿
に
つ
い
て
、
所
有
者
の
住
所
、
氏
名
、
登
記
の
年
月
日
等
の
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登
記
情
報
の
確
認
作
業
を
行
っ
て
い
る
」
、
「
こ
れ
ま
で
に
、
無
人
国
境
離
島
三
十
九
島
、
有
人
国
境
離
島
五
十
九
島
の
領

海
基
線
の
近
傍
の
土
地
を
対
象
に
不
動
産
登
記
簿
の
確
認
を
行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
現
時
点
で
は
、
外
国
に
所
在
す
る
者
が

国
境
離
島
の
領
海
基
線
の
近
傍
の
土
地
を
所
有
し
て
い
る
事
例
は
確
認
を
し
て
お
り
ま
せ
ん
」
と
答
弁
し
て
い
る
。 

 

１ 

「
領
海
基
線
の
近
傍
の
土
地
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
範
囲
を
い
う
の
か
、
調
査
対
象
及
び
選
定
基
準
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。
ま
た
、
領
海
等
の
外
縁
を
根
拠
付
け
る
基
線
は
、
私
有
地
が
あ
る
九
十
八
の
国
境
離
島
に
何
か
所
存
在
し
、
そ
の

う
ち
何
か
所
の
土
地
を
調
査
し
た
の
か
、
調
査
対
象
及
び
選
定
基
準
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
「
領
海
基
線
の
近

傍
の
土
地
」
の
調
査
は
、
領
海
の
保
全
や
海
洋
権
益
の
確
保
を
目
的
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
更
に
私
有
地
全
体
に

調
査
を
拡
大
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

前
記
の
答
弁
中
、
「
外
国
に
所
在
す
る
者
」
と
は
、
登
記
簿
上
の
住
所
が
海
外
で
あ
る
も
の
を
指
す
に
す
ぎ
な
い
の

か
、
ま
た
、
氏
名
か
ら
外
国
人
と
推
察
さ
れ
る
者
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
理
解
で
よ
い
の
か
否
か
を
含
め
、
外
国

人
及
び
外
国
資
本
で
あ
る
か
否
か
の
確
認
及
び
判
断
の
方
法
に
つ
い
て
説
明
を
さ
れ
た
い
。 

 

３ 

前
記
の
答
弁
で
は
、
「
現
時
点
で
は
、
外
国
に
所
在
す
る
者
が
国
境
離
島
の
領
海
基
線
の
近
傍
の
土
地
を
所
有
し
て
い

る
事
例
は
確
認
を
し
て
お
り
ま
せ
ん
」
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
後
の
確
認
作
業
の
進
捗
状
況
及
び
現
時
点
ま
で
に
把
握
で



 

５ 

 

き
た
土
地
の
所
有
状
況
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 
国
家
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
重
要
な
土
地
と
し
て
は
、
国
境
離
島
や
防
衛
施
設
周
辺
等
の
み
な
ら
ず
、
空
港
、
港
湾
及
び

原
子
力
発
電
施
設
の
周
辺
地
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
が
、
関
係
各
府
省
庁
に
お
い
て
、
土
地
所
有
の
状
況
把
握
を
実
施
し
て
い

る
の
か
、
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
実
施
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。 

五 

国
境
離
島
や
防
衛
施
設
周
辺
の
土
地
の
所
有
状
況
の
把
握
は
、
不
動
産
登
記
簿
の
確
認
に
よ
り
行
っ
て
い
る
も
の
と
理
解

し
て
い
る
が
、
不
動
産
登
記
制
度
は
、
権
利
者
の
追
跡
や
把
握
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
権
利
の
変
動
が
生

じ
た
場
合
で
も
、
そ
の
登
記
が
申
請
さ
れ
な
い
限
り
、
新
た
な
権
利
者
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
所
有
者
不
明

土
地
等
へ
の
対
応
も
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
不
動
産
登
記
簿
に
基
づ
く
調
査
で
は
、
外
国
人
及
び

外
国
資
本
に
よ
る
土
地
取
得
の
実
態
を
把
握
す
る
の
は
困
難
と
考
え
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
の
実
情
を
踏
ま
え
て
、
政
府

の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。 

六 

土
地
の
所
有
や
管
理
等
に
関
し
て
は
、
不
動
産
登
記
法
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
、
国
土
利
用
計
画
法
、
森
林
法
な

ど
に
基
づ
く
担
当
行
政
庁
へ
の
届
出
や
申
請
の
情
報
が
あ
る
が
、
各
法
令
で
定
め
る
目
的
以
外
に
当
該
情
報
を
用
い
る
た
め

に
は
、
法
令
上
の
根
拠
が
必
要
と
な
る
。
外
国
人
及
び
外
国
資
本
に
よ
る
土
地
取
得
の
実
態
を
把
握
す
る
上
で
は
、
所
有
者
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不
明
土
地
問
題
の
解
決
を
急
ぐ
の
と
並
行
し
て
、
調
査
主
体
を
定
め
て
法
的
権
限
を
付
与
し
、
各
行
政
庁
か
ら
情
報
提
供
を

得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
新
た
な
法
整
備
も
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


